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法人化以後（大正１３年７月２３日～）役員数の変遷（定款・細則による）
2017.4

改定 理　　　　　事 改定 　　評　議　員 改定
年月 会長 副会

長
庶務 会計

(財務)
編修 企画 広報

（広報
常勤 合計 年月 ０区 他地

区
合計 次点 年月 監事 次点

大正 大正 大正
13.7 1 2 2 2 3 10 13.7 2 1

　　　（理事は東京付近の評議員の互選による） 14.1 20 20 40 東京3 （東京）
　（50名以内） 地方各1

関西2

昭和
6.2 30 37 67

(6.3) 　（80名以内）
昭和

昭和 13.3 40 59 99 東京5 13.3 〃 2
13.5 1 3 2 2 3 11 (13.5) 　（120名以内） 地方各2

　（会長選挙の全国区化。理事は東京付近から） 関西3

20.8.15 40 (47) (87)

25.12 40 65 105

27.4 　（80～120名以内）

34.11 50 70 120

35.7 　（100～200名以内）

36.9 　（120～180名以内）
39.6 1 3 3 2 3 12

① 40.12 50 91 141
41.7 1 4 5 3 5 18

② ② ① ② 41.10 〃 〃 〃 東京7
地方各5

42.8 72 106 178
44.7 〃 〃 〃 東京7

地方各3
関西5

47.1 　（160～240名以内） 47.1 〃 〃
（全国1,
東京1）

平成
平成 1.3 〃 〃
3.4 1 4 4 4 5 4 22 平成 （全国）

② ⑦ 7.5 70 116 186
7.12 〃 〃 〃 理事会で

　定める

10.3 240 設置せず

11.11 　（160～260名以内） 11.1 2年任期
(186+54+20) 260 毎年1名当選

（半分交替）
12.4 1 1+３ 4 4 5 3 2 23

② ⑧
13.4 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 24

18.4 〃 〃 〃 3 〃 4 〃 〃 24

23.1 　（160～260名以内）
(186+54+継続理事信任投票)

27.4 〃 〃 〃 〃 4 〃 3 〃 24

28.4 （部門21）

(68+118+54部門）

6．2．役員数の変遷


